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高齢・障害福祉産業振興 産業振興課 ☎ 06（6383）1362
消費生活相談ルーム ☎ 06（6383）2666

高齢介護課 ☎ 06（6170）1561
障害福祉課 ☎ 06（6383）1374

※申込みは原則１日から受付開始
※特に記載のない場合、対象は市内
在住・在勤・在学者、申込み不要
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齢
福
祉

◆
ふ
れ
あ
い
入
浴

　
５
月
１6
日
㈰
午
後
４
時
〜
９

時
に
、
ヘ
ル
シ
ー
バ
ス
千
里
丘

で
／
対
象
は
小
学
生
以
下
と
65

歳
以
上
／
氏
名
・
連
絡
先
を
書

い
た
メ
モ
と
、
入
浴
に
必
要
な

物
品
（
シ
ャ
ン
プ
ー
、
石
鹸
、

タ
オ
ル
な
ど
）
は
各
自
で
持
参

／
問
合
せ
は
高
齢
介
護
課
へ

声の広報・点字広報のご利用を
　市では、視覚障害者などの目の不自由な人に十分な情報が提供できるよう、広報紙の音訳版・点字
版を発行しています。
●内容　毎月自宅へ郵送します（費用は無料）
▽声の広報　広報紙および議会だよりから抜粋した内容をＣＤ（デイジー形式）に収録
▽点字広報　広報紙から抜粋した内容を収録
【声の広報のご利用方法】
声の広報の利用にはデイジー形式のCDを再生できる専用の機器が必要です。
※視覚障害者（1・2級）の身体障害者手帳をお持ちの人は日常生活用具の給付
として、購入の補助を受けることができる場合があります。購入前に障害福祉課
にご確認ください。

●申込み　市役所１階・同課で配布の申請用紙に必要事項を記入し、
　　　　　同課へ持参または郵送

　民間のアパートや借家に住む高齢者世帯に対し、家賃
の一部を助成します。
助成額　１カ月につき家賃（月額５万円以下の世帯）の

３分の１の額　※上限１万円（市町村民税非課
税世帯は１万１千円）

対象者　家賃月額５万円以下で下記のいずれかに該当す
　　　　る世帯
　　　　① 65歳以上の一人暮らし世帯

② 65歳以上を含む 60歳以上のみの世帯
収入制限

申請に必要なもの
▽住宅の賃貸借契約書の写し▽申請月の家賃の領収書
の写し▽申請者の通帳▽印鑑▽申請書▽遺族年金や障
害年金を受給する人は年金額がわかる通知や通帳
　※申請書は窓口で配布しています。
　※市民税の申告が済んでいることが条件となります。
　※転入者は所得証明書が必要な場合があります。

問合せ　高齢介護課へ　

世帯員 収入
１人 1,915,000 円以下
２人 2,760,000 円以下

高齢者世帯民間賃貸住宅の家賃助成

　パソコンでの文書作成やインターネッ
トの操作方法を学ぶ講座です。
日　時　６月１日〜８月３日の毎週火曜
　　　　午前 10時 10分〜 12時 10分
場　所　身体障害者・老人福祉センター
　　　　（鳥飼上 5丁目２- ８）
回　数　10回
対　象　60歳以上または身体障害者
定　員　５人（先着）
費　用　３,000 円
申込み　５月６日㈭から同センターへ
　　　　☎ 072（653）1212

初心者のためのパソコン講座
　〜マウス操作、文字入力が
　　　　ある程度できる方の入門講座〜

対
象
　
市
内
事
業
所
で
パ
ー
ト

タ
イ
マ
ー
な
ど
従
業
員
を
雇
用

し
て
い
る
事
業
主

掛
金
　
被
共
済
者
（
加
入
従
業

員
）
１
人
あ
た
り
月
額
２
千
円

加
入
時
期
　
５
月
・
８
月
・
１１

月
・
２
月
の
各
月
１
日
※
加
入

月
の
前
月
１0
日
ま
で
に
申
込
み

申
込
み　
産
業
振
興
課
へ

摂
津
地
区

人
権
推
進
企
業
連
絡
会

参
加
団
体
募
集

　
摂
津
地
区
人
権
推
進
企
業
連

絡
会
へ
の
加
入
を
希
望
す
る
事

業
所
を
募
集
し
ま
す
。
同
連
絡

会
は
、
市
内
に
事
業
所
が
あ
る

企
業
67
社
で
組
織
さ
れ
た
団
体

で
す
。
企
業
の
立
場
か
ら
、
さ

ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
の
解
決
を

●
募
集

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等

退
職
金
共
済
制
度
に

加
入
し
ま
せ
ん
か

　
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
な
ど
の
従

業
員
の
福
利
厚
生
と
雇
用
安
定

の
た
め
、
市
が
事
業
主
に
か

わ
っ
て
退
職
金
を
支
払
う
共
済

制
度
で
す
。
事
業
主
が
納
付
す

る
掛
金
は
全
額
非
課
税
の
扱
い

と
な
り
、
そ
の
掛
金
は
、
対
象

の
従
業
員
の
所
得
税
の
課
税
対

象
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に

退
職
金
も
、
退
職
金
控
除
に
よ

り
非
課
税
と
な
り
ま
す
。
短
期

加
入
で
も
元
本
割
れ
が
な
く
従

業
員
に
は
便
利
な
制
度
で
す
。

　
　

訪
問
販
売
の
解
約
に

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
を
使
う

【
事
例
】　

お
昼
ご
飯
を
食
べ
て

ゆ
っ
く
り
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
ら

不
意
に
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
り
ま
し

た
。
知
ら
な
い
人
が
「
当
社
と
契

約
す
れ
ば
今
よ
り
ず
っ
と
安
く
な

り
ま
す
よ
」
と
親
切
に
話
し
始
め

ま
す
。「
ふ
〜
ん
、
お
得
な
ん
だ
」

と
思
い
契
約
書
に
捺
印
し
ま
し

た
。
セ
ー
ル
ス
が
帰
っ
て
か
ら
、

じ
っ
く
り
契
約
書
を
見
て
も
何
が

な
ん
だ
か
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

果
た
し
て
大
丈
夫
な
の
か
。

【
対
応
】　
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
と
は

訪
問
販
売
や
電
話
勧
誘
な
ど
の
不

意
打
ち
的
な
販
売
方
法
で
、
消
費

者
が
冷
静
な
判
断
が
で
き
な
い
ま

ま
交
わ
し
た
契
約
を
、
一
定
の
期

間
内
で
あ
れ
ば
無
条
件
に
解
除
で

き
る
制
度
で
す
。
販
売
業
者
に
書

面
で
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
支

払
っ
た
代
金
は
全
額
返
金
さ
れ
違

約
金
や
返
品
の
た
め
の
送
料
な
ど

も
発
生
し
ま
せ
ん
。
例
え
ば
訪
問

販
売
や
電
話
勧
誘
な
ら
契
約
日
を

含
め
８
日
間
以
内
な
ら
、
理
由
を

言
わ
ず
と
も
解
約
で
き
ま
す
。

　

迷
っ
た
ら
、
消
費
生
活
相
談

ル
ー
ム
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

暮
ら
し
の
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

問
合
せ　
消
費
生
活
相
談
ル
ー
ム
（
産
業
振
興
課
内
）

飲食店取引事業者等支援事業

国から一時支援金の給付を受けた
中小企業者へ
　新型コロナウイルス感染症による、国からの一時支
援金の給付を受けた中小企業者などに対して、事業継
続を支援するための支援金 10万円を支給します。
対象　市内に事業所を有する中小企業者で、９月 30
日㈭までに国の一時支援金の給付決定を受けた者（業
種は問いません）※１回に限る
申請期間　9月 30日㈭まで
申請方法　次の書類を〒 566-8555 産業振興課商工労
政係（住所不要）へ郵送
▷申請書兼請求書（市ホームページから取得可）▷国
の一時支援金の給付通知の写し▷国の一時支援金の申
請が完了したことが分かるマイページ画面を印刷した
もの▷国に提出した書類の写し▷市内で事業を営んで
いることを確認できる書類の写し▷本支援金を受け取
る口座が確認できる通帳の写し
問合せ　同課へ

推
進
し
て
い
ま
す
。
事
業
所
単

体
で
は
難
し
い「
人
権
」を
テ
ー

マ
と
し
た
取
り
組
み
を
サ
ポ
ー

ト
し
て
い
ま
す
。

内
容　
▽
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」

「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
」「
障
害
者

雇
用
」「
外
国
人
雇
用
」
な
ど

の
テ
ー
マ
で
研
修
会
を
年
５
回

程
度
開
催
▽
人
権
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
無

料
貸
出
・
人
権
研
修
講
師
紹
介

▽
人
権
関
連
資
料
や
他
団
体
で

の
研
修
会
、
法
律
・
社
会
の
動

き
な
ど
の
情
報
を
提
供

年
会
費　
２
万
円

問
合
せ　

同
連
絡
会
事
務
局

（
産
業
振
興
課
内
）
へ

【５月は消費者月間】
防犯シールセットを配布
　このシールは、玄関やインター
ホン、電話付近など身近な場所に
貼っておき、突然の訪問勧誘や還
付金詐欺、オレオレ詐欺などに注
意するためのものです。ぜひご活
用ください。
申込み　消費生活相談ルーム（産業
振興課内）☎ 06（6383）2666へ
※郵送可


